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令 和 8 年 （ 2 0 2 6 年 ） 5 月 

市民局国際平和推進部平和推進課 

 

広島市の平和への取組 
 

■ 平和への取組の背景と基本的な考え方 
 

１ 広島市の復興 ―広島平和記念都市建設法― 

原爆により壊滅した広島市の復興を促進するため、憲法第 95 条に基づく

特別法として、広島平和記念都市建設法が昭和 24 年（1949 年）8 月 6 日に

公布・施行された。同法は、「恒久の平和を誠実に実現しようとする理想の

象徴として、広島市を平和記念都市として建設することを目的とする。」（第

1条）と、広島市の都市建設の理念を掲げている。 

この法律ができたことにより、広島市を世界平和のシンボルとして、国を

あげて建設することが位置付けられた。そして、広島市の都市づくりの方向性の決定、国からの援助の

増大など、広島の復興や都市づくりに大きな役割を果たした。 

 

２ 「世界に輝く平和のまち」の実現に向けて 

81年前、広島市は原子爆弾によって壊滅的な打撃を受け、多くの人命と街が失われた。辛うじて生き

残った人々は悲しみを乗り越え、75年間草木も生えぬと言われた廃墟の中から、たゆまぬ努力により、

また、国内外からの温かい援助も受けて、めざましい復興を遂げた。 

広島市は、「平和の象徴」、「希望の象徴」として、世界の人々から認められている。それは、被爆地

ヒロシマとしての高い知名度だけでなく、世界の人々が、廃墟からの復興を評価し、核兵器廃絶と世界

恒久平和を希求し続けている都市であることを知っていることに他ならない。 

人類史上最初の被爆都市である広島市は、平和を願い、平和都市の建設を進めてきた先人の努力をし

っかりと受け継ぎ、ヒロシマの願いである核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を目指す「まち」であり続

けなければならない。そのためには、市民一人一人が被爆者自身の被爆体験や平和への思いを引き継ぎ、

共有し、その思いを世界に広げ、各国の為政者が共感するようにしていく必要がある。 

 

 

Ⅰ 核兵器廃絶を目指した取組の推進 
 
１ 核兵器廃絶に向けた国内外の世論の醸成 

（1）国内外での原爆・平和展の開催 

ア 海外原爆・平和展の開催 

被爆 50周年の平成 7年（1995年）から、被爆の実相を伝え、核兵器

廃絶に向けた国際世論を醸成するため、被爆資料や写真パネルの展示、

被爆体験証言等を内容とする海外での原爆・平和展を開催している。 

令和 8年（2026年）度は、米国・ニューヨーク市、アイスランド・レ

イキャビク市、英国・エディンバラ市で開催する。 

イ 国内原爆・平和展の開催 

被爆の実相を伝え、核兵器廃絶に向けた世論を醸成するため、平成 8年（1996年）から、毎

年国内 1～5都市程度で被爆資料及び写真パネルの展示、被爆体験証言等を内容とする原爆・平

和展を開催している。令和 7年（2025年）度は、東京都杉並区、石川県金沢市で開催した。 

ウ 国内外での原爆展・平和学習資料の貸出・提供 

被爆の実相を国内外に伝え、平和への意識を高めるため、ヒロシマ・ナガサキ原爆写真ポスタ

ー・パネル及び原爆記録映画等の資料を貸出・提供している。 

（2）「広島・長崎講座」設置協力プログラム 

被爆の実相や被爆者の核兵器廃絶への願いを若い世代に継承するため、国内外の大学・大学院の

講座で、広島及び長崎における被爆体験の持つ意味を学術的に考察・検証し、伝えるものを「広島・

 

 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/1036658/1021117/1038856.html
http://hpmmuseum.jp/modules/info/index.php?action=PageView&page_id=179
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長崎講座」として認定し、その普及を図るとともに、同講座に認定した大学・大学院に対しては、

教材の提供、現地学習を実施する際のプログラムの調整、派遣する学識経験者等の旅費や謝礼金負

担など、講座の充実に向けた協力を行っている。 

（3）国内ジャーナリスト研修 

若手ジャーナリストを対象に、被爆の実相やヒロシマの心について総合的、体系的に学ぶ研修プ

ログラムを開設し、研修の成果を報道や論説活動を通じて広く発信していただいている。 

（4）迎える平和の推進 

ア 為政者等の被爆地訪問 

（ア）オバマ米国大統領の広島訪問 

平成 28年（2016年）5月 27日、バラク・オバマ米国大統領が、現職の米

国大統領として初めて、広島を訪れた。オバマ大統領には、広島平和記念資

料館の視察や原爆死没者慰霊碑への献花などを通じて、被爆の実相に触れ、

被爆者の思いを受け止めていただいた。演説では、「私自身の国と同様、核を

保有する国々は、恐怖の論理から逃れ、核兵器のない世界を追求する勇気を

持たなければならない」と、「核兵器のない世界」に向けた決意が改めて表明

された。 

（イ）ローマ教皇の広島訪問 

令和元年（2019年）11月 24日、ローマ教皇フランシスコが、1981

年のヨハネ・パウロ 2 世以来、38 年ぶりに広島を訪れた。ローマ教

皇は、原爆死没者慰霊碑に献花した後、被爆者から直接体験証言を聴

き、被爆の実相と被爆者の平和への思いに触れていただいた上で、

「この場所のすべての犠牲者を記憶にとどめます。」、「思い出し、と

もに歩み、守ること。この三つは、倫理的命令です。」と被爆地から世界に向けて平和のメッセ

ージを発信された。 

（ウ）岸田総理大臣及びエマニュエル駐日米国大使の広島訪問 

令和 4 年（2022 年）3 月 26 日、岸田総理大臣がラーム・エマニュエル駐日米国大使ととも

に、平和記念公園を訪れ、平和記念資料館視察、原爆死没者慰霊碑への参拝・献花等を行われ

た。 

（エ）ミシェル欧州理事会議長の広島訪問 

令和 4年（2022年）5月 13日、シャルル・ミシェル欧州理事会議長（EU大

統領）が、平和記念公園を訪れ、平和記念資料館視察、原爆死没者慰霊碑への

参拝・献花、市長との懇談等を行われた。 

イ 国際会議の誘致 

（ア）G7広島外相会合の開催 

平成 28 年（2016 年）4 月 10 日と 11 日、5 月の伊勢志摩サミットに

先立ち、関係閣僚会合の一つである G7外相会合が広島で開催された。

G7 各国外相には、平和記念資料館の見学や、原爆死没者慰霊碑への献

花などを通じ、被爆の実相に触れ、平和への思いを共有していただくこ

とができた。 

（イ）国連軍縮会議等の開催 

平成 29年（2017年）11月に、核保有国や核兵器禁止条約推進国を

含む幅広い国の政府高官及び軍縮問題の有識者等が参加する「第 27回

国連軍縮会議 in広島」が開催され、様々な立場から核軍縮について議

論を行った。また、国連軍縮会議に先立ち同月に日本政府の主催で「核

軍縮の実質的な進展のための賢人会議第 1 回会合」が本市で開催され

た。 

 

（ウ）国際賢人会議の開催 

 

 

 

 

 

 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/hnpc/hnpc_top.htm
https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/1036662/1038129/1015054.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/page4_002105.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/is_s/page24_000565.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press11_000037.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press11_000037.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/ac_d/page4_005720.html
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令和 4年（2022年）12月に、国内外の有識者等が参加する「核兵器のない世界」に向けた国

際賢人会議第 1回会合が本市で開催された。 

（エ）主要７か国首脳会議（G7 サミット）の開催 

令和 5 年（2023 年）5 月 19 日～21 日に G7 広島サミットが開催され

た。G7各国首脳、アウトリーチ招待国の首脳・国際機関の長が参加し、

平和記念資料館視察、被爆者との対話、原爆死没者慰霊碑参拝・献花等

を通じ、被爆の実相に触れ、平和への思いを共有していただくことがで

きた。また、会議にはウクライナのゼレンスキー大統領も対面で参加し、

平和記念資料館視察、被爆者との対話、原爆死没者慰霊碑参拝・献花を

行った。 

（5）核実験等に対する抗議 

広島市は、昭和 43 年（1968 年）以降、核実験の実施国に対し、抗議文を送付し続けている。ま

た、核実験のほか、核兵器をめぐる様々な問題等に関し、抗議や要請を行っている。 

 

２ 平和首長会議の充実強化 

（1）平和首長会議の活動展開 

平和首長会議では、核兵器を廃絶し、人類の共存が持続可能となることによ

り、あらゆる人が永続的に平和を享受できる世界、すなわち「世界恒久平和」

を実現するため、市民が連帯する都市を創造するとの観点から、「持続可能な

世界に向けた平和的な変革のためのビジョン（略称：PXビジョン）」を令和 3

年（2021年）7月の第 12回理事会で策定した。平和首長会議の加盟都市は、

核兵器のない平和な世界を実現するため、ビジョンの下で、平和首長会議行動計画

（2025年－2029年）に掲げる取組を展開している。 

また、核兵器禁止条約の早期締結を求める署名活動に取り組み、これまで約 331

万筆の署名（＊）（令和 8年（2026年）5月 1日現在）が寄せられている。令和 8

年（2026年）4～5月の第 11回 NPT再検討会議では、そのうち約 3万 4千筆の署名目録を中満国連

事務次長兼軍縮担当上級代表に提出した。 

（＊）2010年 12月から取り組んできた「核兵器禁止条約」の交渉開始等を求める市民署名活動

で集まった署名を含む。 

さらに、平和首長会議国内加盟都市として、平成 24年（2012年）から毎年、日本政府に対し核

兵器廃絶に向けた取組の推進に関する要請文を提出している。 

（2）平和首長会議総会の開催 

核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて、平和首長会議の加盟都市が集い、重要な事項を議

決・承認する平和首長会議総会を原則として 4年に 1回開催している。 

 第 11回総会を令和 7年（2025年）8月に長崎市で開催し、「核兵器のない世界を目指して～地球

市民として描く平和な未来～」を基調テーマに、世界各地から出席する加盟都市と共に、核兵器の

ない世界の実現に向けた取組について議論した。 

（3）平和首長会議インターンシップ 

平和首長会議の若手職員等を対象に、広島に招へい又はオンラインで、平和首長会議の取組や被

爆の実相等を学習する機会を提供している。 

 

３ 平和宣言の作成・発信 

毎年 8月 6日に行う平和記念式典で、核兵器廃絶を願うヒロシマの思いを

訴えるため、広島市長が「平和宣言」を世界に向けて発表している。この平

和宣言を広く普及するため、和英文の平和宣言を各国在日大使館や国連各国

代表部、平和首長会議加盟都市等へ送付するとともに、和文及び 9か国語に

翻訳した平和宣言をインターネット等を通じ広く世界に発信している。ま

た、市長による平和宣言の読み上げ動画（日・英）を作成し、ホームページで公開している。 

 

４ 国際平和シンポジウムの開催 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_005920.html
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市民の平和意識の高揚と国内外への平和メッセージの発信を目的に、朝日新聞社との共催により、

長崎市と毎年交互にシンポジウムを開催している。 

 

５ 国連軍縮フェローズの受入れ 

国連が軍縮専門家の育成を目的に主催する「国連軍縮フェローシップ・プログラム」を支援するた

め、各国外交官等の研修生（フェローズ）を受け入れ、被爆の実相等についての研修を行っている。 

 

６ 平和首長会議ユース派遣事業 

次代の平和活動を担う若者を育成することを目的として、NPT や核兵器禁止条約の再検討会議等に

広島で平和活動に取り組んでいる高校生及び大学生を平和首長会議ユースとして派遣し、核兵器をめ

ぐる国際情勢を学ぶとともに、様々な場でヒロシマのメッセージを発信する機会を提供している。 

 

７ 国連ユース非核リーダー基金プログラムへの協力 

日本政府の拠出により国連が設立したユース非核リーダー基金のプログラム参加者を受け入れ、被

爆の実相を伝えるとともに、若者との交流機会を提供している。 

 

 

Ⅱ 平和意識の醸成 
 

１ 平和文化の普及促進 

市民一人一人が日常生活の中で平和について考え行動する「平和文化」を市民社

会に根付かせるため、平和文化月間におけるイベントの開催や、冊子「平和文化の

振興」の配布などを通して、広く平和文化の普及促進を図っている。 

 

２ 若者による平和の誓いの集い 

被爆 75周年の令和 2年（2020年）から毎年、平和文化月間である 11月に

夜の平和記念公園の雰囲気を活かしながら、若者が主体となって企画・運営

し、平和のメッセージを発信する取組を実施している。 

 

３ 折り鶴に託された思いを昇華させるための取組 

平和記念公園の「原爆の子の像」に国内外から捧げられる折り鶴に託された平

和を願う思いを多くの人々と共有し、核兵器廃絶と世界恒久平和を願う輪を広

げていくため、平成 24年度から折り鶴に託された思いを昇華させる取組を推進

している。 

〔折り鶴配付件数〕688件 〔配付した折り鶴の量〕226ｔ 

〔これまでに寄せられた折り鶴の量〕250.1ｔ （令和 8年（2026年）3月末日現在） 

 

４ 折り鶴再生紙によるピースメッセージ事業 

平和記念資料館を見学した修学旅行生等が、被爆の実相に触れて感じた平和への思いを、見学後も

折々に思い出せるよう、折り鶴再生グッズを配布している。 

 

５ 被爆樹木の再生利用 

平和意識の醸成を図るため、被爆の実相を伝える被爆樹木の剪定枝等を活用した商品の開発に取り

組む団体や企業等に対し、剪定枝等を無償配付して再生利用を促している。 

 

６ 青少年「平和と交流」支援 

平和首長会議の海外役員都市の青少年に対し、広島市で開催される青少年国際平和未来会議への参

加を支援し、次代の平和活動を担う青少年の育成を推進している。 

 

７ 若い世代による被爆地での平和学習に対する支援 

 

 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/ac_d/page22_002258.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/1036664/1015116.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/1036664/1015085.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/1036664/1015106.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/1036664/1015106.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/1036664/1026968/index.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/1036664/1006055/1026937/1020764.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/1036664/1006055/1026937/1020764.html
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全国の基礎自治体による被爆体験の将来世代への継承と、平和意識の向上（平和文化の基礎づくり）

を目的として、若い世代を平和記念式典に派遣し、併せて「全国平和学習の集い」に参加する基礎自

治体に対する支援を行っている。 

 

８ ユース・ピース・ボランティアフェスタの開催 

国内外から来広する若い世代に対して「ヒロシマの心」の発信を行ったユース・ピース・ボランテ

ィアが、相互に活動成果を発表し合うことで、活動への理解の深化と主体的な参加意識の醸成に資す

る。 

 

９ スポーツを通じた平和意識の醸成 

市民の平和意識の高揚を図るため、広島のプロスポーツチームの試合の場を活用して、核兵器廃

絶と世界恒久平和の実現に向けたメッセージを発信している。 

 

 

Ⅲ 被爆体験の継承・伝承その他 

 
１ 被爆建物等保存・継承の推進 

（1）民有被爆建物等保存・継承事業補助 

現在、市内に残っている被爆の実相を語る貴重な財産である被爆建物等

を保存・継承するため、民間の被爆建物の保存工事や被爆樹木の樹勢回

復措置に係る費用に対し補助を行っている。 

〔登録件数〕建物 86件、橋梁 6基、樹木 159本 

（令和 8年（2026年）3月末日現在） 

（2）被爆樹木モニタリング等事業 

樹木医による被爆樹木のモニタリングを行うとともに、本市所有の被爆樹木

について樹勢回復措置を実施している。 

（3）被爆建物・被爆樹木めぐり 

被爆建物や被爆樹木を講師に解説してもらいながらめぐる見学ツアーを開催

し、被爆の実相に触れる機会を提供している。 

（4）被爆遺構展示館の管理・運営 

原爆被害の悲惨さと非人道性を正確に伝えるため、被爆前の町の様子や被

爆の痕跡が残る民家の一部などの被爆遺構を露出展示した「被爆遺構展示

館」を平和記念公園内に令和 4年（2022年）3月 26日に開館し、その管理・

運営を行っている。 

 

２ 旧広島陸軍被服支廠の保存・継承 

被爆建物である旧広島陸軍被服支廠について、県が実施する安全対策工事に要する経費の一部を

負担するとともに、国・県・本市で構成する「旧陸軍被服支廠の保存・継承にかかる研究会」にお

いて活用策の検討を進める。 

 

３ 広島平和記念資料館収蔵資料の保存措置の強化 

収蔵資料の劣化を防ぎ、長期にわたり活用するため、資料館本館に展示している実物資料や原爆の

絵の原画を定期的に入れ替えるとともに、劣化状況の調査と必要な保存措置を行っている。また、劣

化の進行が速い写真資料の高精細デジタル化や専用保存庫での保存管理に努めている。合わせて、収

蔵庫と展示室の環境調査を行いながら、課題を整理し改善を図っている。 

 

４ AI・VRを活用した被爆体験の継承 

新たな被爆体験継承の手法として、AI・VRなどのデジタル技術を活用し、被爆者の言葉や思いを的

確に後世に伝えるための取組を行っている。 

 

 

 

 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/atomicbomb-peace/260788.html
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５ 平和学習講座 

小・中・高等学校等における平和学習を支援するため、講師を派遣し、平和学習講座を実施してい

る。 

 

６ ユース・ピース・ボランティア事業 

広島の若い世代が成人してからも広島の平和文化を支え、その中から各界で活躍する平和人材を輩

出していくことを視野に入れ、広島大学及び広島市教育委員会と連携し、ボランティア活動を量・質

ともに高めるとともに、中学生、高校生、大学生の各段階に応じた一貫した活動と必要な研修を実施

している。 

 

７ ヒロシマ・ピース・ボランティア事業 

市民参加による被爆体験の継承を図るため、公募したボランティアによる広島平和記念資料館の一

部展示解説や平和記念公園内の慰霊碑等の解説を行っている。 

 

８ 広島平和文化センター・ボランティアスタッフ活動支援 

広島平和記念資料館の来館者等に被爆の実相などを正確かつ効果的に伝えていくため、広島平和文

化センターの事業に携わる被爆体験証言者やヒロシマ・ピース・ボランティア等のボランティアスタ

ッフを対象に、体系的な研修を一元的かつ継続的に実施している。 

 

９ 海外へのオンライン被爆体験証言 

海外の人々に被爆の実相を伝え、核兵器廃絶に向けた国際世論を醸成するため、海外と広島市をイ

ンターネット回線で結ぶウェブ会議システムを利用した被爆体験証言を行っている。 

 

１０ 修学旅行生への被爆体験講話等 

修学旅行生を始めとする国内外からの来訪者等を対象に、被爆の実相を伝え、平和意識の高揚を図

るため、被爆者による被爆体験講話や原爆記録ビデオの上映等を行っている。 

 

１１ 被爆体験伝承者等による伝承講話の実施 

広島平和記念資料館東館地下 1 階特別展示室において、事前予約なし・無料で聴講できる被爆体験

伝承者及び家族伝承者による講話（日本語：1日 3回、英語：1日 1回）を行っている。また、学校等

からの依頼を受けて、市内の会場に無料で被爆体験伝承者及び家族伝承者を派遣し、伝承講話を行っ

ている。（家族伝承者については令和 5年度から活動を開始） 

 

１２ 被爆体験伝承者等の養成 

被爆者の高齢化が進む中、被爆者の体験や平和への思いを受け継ぎ、これら

を語り継いでいく被爆体験伝承者を養成している。 

また、令和 4年（2022年）度から、幅広い被爆体験を伝承するため、家族で

ある被爆者から被爆体験等を受け継ぎ、伝承する「家族伝承者」を養成してい

る。 

【年度別応募者数】 

年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

被爆体験 

伝承者(人) 137 68 44 69 47 47 72 61 42 51 48 62 67 64 

家族伝承者 

（人） 
- - - - - - - - - - 54 21 32 18 

 

１３ 国際平和拠点ひろしま構想の推進 

世界恒久平和の実現に向け広島県が策定した「国際平和拠点ひろしま構想」を推進する事業を、県

と本市で連携して実施している。 

 

１４ 広島平和記念資料館のこども向け展示の整備 

 

http://hpmmuseum.jp/modules/info/index.php?action=PageView&page_id=122
http://hpmmuseum.jp/modules/info/index.php?action=PageView&page_id=18
http://hpmmuseum.jp/modules/info/index.php?action=PageView&page_id=14
http://hpmmuseum.jp/modules/info/index.php?action=PageView&page_id=148
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/atomicbomb-peace/10164.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/atomicbomb-peace/9881.html
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被爆体験の次世代への継承を確実に行うためにも、被爆の惨禍と被爆体験を実感できる被爆地での

平和学習は重要であることから、児童・生徒の平和学習の効果を高め、より被爆の実相の理解を深め

られるよう、有識者からの助言等を踏まえた上で、発達段階に応じた選択展示等の新たな展示手法や

学習スペースを平和記念資料館東館地下 1階に整備する。 

 

１５ 広島平和記念資料館東館 1階「情報コーナー」のリニューアル 

被爆者が高齢化する一方で、ウクライナや中東など国際情勢が緊迫する中、核軍縮に向けた動きは

停滞しており、被爆 80 周年を契機として、これまで以上に核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向け

た国際世論を高めていくことが喫緊の課題となっている。 

このため、被爆の実相を多くの人に伝え、核兵器の非人道性と平和へ

の思いをより一層理解いただくことを目的として、展示の最後にある東

館 1 階の「情報コーナー」の改修を行い、令和 8 年（2026 年）3 月 28

日に、被爆者による証言と人類と核兵器は共存できないことを伝える

「ヒロシマは訴える」コーナーがオープンした。 

 

１６ 広島平和記念資料館の附属展示施設の整備 

広島逓信病院旧外来棟について、外壁のひび割れ補修やバリアフリーに対応

したトイレの設置などの施設整備を行うとともに、視聴者が被爆当時の病院内

にいる感覚となるような映像シアターの新設など展示内容の充実を図ることを

目的とした整備が令和 7年度（2025年度）に完了し、平和記念資料館の附属展

示施設として、令和 8 年（2026 年）5 月 1 日より「旧広島逓信病院外来棟平和

資料館」に名称変更してリニューアルオープンした。 

今後、本川小学校及び袋町小学校の平和資料館についても、平和記念資料館の附属展示施設に位置

付けることとし、平和記念資料館と連携した分かりやすい展示内容となるよう整備する。 

 

１７ 広島平和記念資料館の混雑対策 

G7広島サミットを契機として、これまで以上に平和記念資料館への関心が高まったことなどにより、

時間帯によっては入館待ちの行列が発生し、資料館内も混雑している状況であることから、令和 6年

（2024年）3月から WEBを活用したチケット購入・予約システムの導入と開館時間の延長を組み合わ

せた取組を実施している。引き続き、混雑解消に向けた取組として、開館時間を延長するとともに、

WEB を活用したチケット購入・予約システム、入館システム及びキャッシュレス決済サービスを運用

する。 

 

１８ 広島平和記念資料館管理・運営 

昭和 30年（1955年）8月 24日に開館した広島平和記念資料館（本館）は、

国の重要文化財である本館の耐震化や、被爆の実相をより分かりやすく伝える

ための展示更新などを目的として、施設の改修や実物資料を中心とした展示整

備を行う再整備事業を行い、平成 29年（2017年）4月に東館を、平成 31年

（2019年）4月 25日に本館をリニューアルオープンした。 

平和記念資料館の施設の管理運営に加え、被爆の実相・平和に関する資料の収集、保管、展示及び

供用、平和学習や被爆体験の継承等平和を考える場の提供等を行っている。また、原爆被災に関する

調査・研究やそれに基づく企画展の開催、ホームページの充実による被爆の実相の発信力の強化を図

っている。 

〔令和 7年（2025年）度入館者数〕 

2,580,926人（うち修学旅行生等 322,015人、外国人 945,618人） 

 

 

 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/fukko/1021101/1015042.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/atomicbomb-peace/fukko/1021101/1015042.html
http://hpmmuseum.jp/
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参考：これまでの主な取組 
 

1947年 8月 平和記念式典及び平和宣言発表開始 

1949年 8月 「広島平和記念都市建設法」公布・施行 

1952年 8月 原爆死没者慰霊碑（広島平和都市記念碑）除幕 

1955年 8月 広島平和記念資料館開館 

1957年 3月 「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」公布（同年 4月 1日施行） 

1966年 7月 市議会が原爆ドーム保存を要望する決議を採択 

1967年 8月 第 1回原爆ドーム保存工事完了（1990年 3月 第 2回、2003年 3月 第 3回、 

2016年 7月 第 4回、2020年 6月 第 5回） 

1968年 5月 「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」公布（同年 9月 1日施行） 

1968年 9月 核実験に対する抗議電報開始 

1976年 4月 財団法人広島平和文化センター発足 

1983年 9月 国連本部（米国・ニューヨーク）で被爆に関する常設展示を開始 

1985年 7月  市議会が「核兵器廃絶広島平和都市宣言」決議 

1985年 8月 第 1回世界平和連帯都市市長会議開催（以後、4年毎に開催。2001年 8月に「平和 

市長会議」、2013年 8月に「平和首長会議」へ改称） 

1986年 8月 平和サミット inヒロシマ開催（以後、国際平和シンポジウムとして開催） 

1992年 6月 国連軍縮会議開催（1994年、1996年、2015年、2017年にも開催） 

1993年 5月 被爆建物等保存・継承事業を開始 

1994年 12月 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」公布（翌年 7月 1日施行） 

1995年 7月 米国アメリカン大学で原爆資料展を開催（以後、毎年度国内外で原爆展を開催） 

1996年 12月 原爆ドームの世界遺産への登録決定 

1998年 4月 広島市立大学に広島平和研究所設置 

2003年 10月 平和市長会議が「核兵器廃絶のための緊急行動（2020ビジョン）」を開始 

2005年 5月 NPT再検討会議で広島･長崎両市長が 2020年までの核兵器廃絶を訴える 

2006年 7月 平和記念資料館本館が国の重要文化財に指定 

2011年 11月 国連欧州本部（スイス・ジュネーブ）で被爆に関する常設展示を開始 

2012年 1月 平和市長会議が国内加盟都市会議を初めて開催 

2012年 4月 「折り鶴に託された思いを昇華させるための方策」に基づき、取組を開始 

2012年 7月 被爆体験伝承者の養成事業を開始（2015年 4月から伝承講話活動を開始） 

2014年 4月 NPDI（軍縮・不拡散イニシアティブ）広島外相会合開催 

2015年 8月 CTBT（包括的核実験禁止条約）賢人グループ会合開催 

2015年 11月 国連ウィーン事務所（オーストリア）で被爆に関する常設展示を開始 

2016年 4月 G7広島外相会合開催 

2016年 5月 オバマ米国大統領が広島を訪問 

2017年 11月 核軍縮の実質的な進展のための賢人会議第 1回会合開催 

2019年 4月 広島平和記念資料館本館リニューアルオープン（東館は 2017年 4月リニューアル） 

2019年 11月 ローマ教皇フランシスコが広島を訪問 

2022年 12月 「核兵器のない世界」に向けた国際賢人会議第 1回会合開催 

2023年 5月 G7広島サミット開催 


